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１ 目 的 

  大規模な県有施設については、建設後の維持管理など今後の県財政への影響があることか

ら、施設の状況や今後の大規模改修・修繕計画などについて把握に努め、適正な管理を行っ

ていくとともに、施設に関する財政情報の開示をより一層推進することが重要です。 

このため、県議会からの提言も踏まえ、大規模な施設について「資産カルテ」を整備し、

施設の適切な管理と県議会・県民への情報開示に努めます。 

 
 

２ モデル施設に係る「資産カルテ」の試作 

  「資産カルテ」の試みは、全国でも例がほとんどないため、先ずは、モデル施設を選定し、

試作として「資産カルテ」を作成しました。 

○選定基準 

・大規模な施設であること。 

  ・広く県民に利用されている施設であること。 

・利用料金を徴している施設であること。 

○モデル施設 

 「総合文化センター」 

 （理由）上記基準を全て満たす施設の中で最も大規模な施設であったため。 

 
 
３ 今後の対応 

今後、上記の選定基準に沿って、「資産カルテ」の作成対象の施設の絞り込みを行い、県民

にわかりやすい公表内容について、さらに検討を行った上で、「資産カルテ」の本作成を進め

ることとします。 

    






